
かながわスマートエネルギー計画推進事業費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、「かながわスマートエネルギー計画」を推進するため、第３条に掲げる事

業に要する経費に対し、神奈川県（以下「県」という。）が予算の範囲内で補助金を交付する

ことについて、補助金の交付等に関する規則（昭和45年神奈川県規則第41号。以下「規則」と

いう。）に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、以下に定めるところによる。 

(1) 共同住宅

２以上の世帯が居住する空間が同一の建物にある構造の住宅をいい、事務所や店舗などと

の併用住宅を含む。 

(2) 管理組合

建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第69号）第３条に規定する区分所有者の団

体若しくは第65条に規定する団地建物所有者の団体又は第47条第１項（第66条において準用

する場合を含む。）に規定する法人であって、代表の方法、総会の運営、財産の管理その他

団体として主要な点が確定し規約が制定されているものをいう。 

(3) リース

契約の名称にかかわらず、利用者が希望する設備（未使用品に限る。）を事業者が代わり

に購入して利用者に使用させ、その代金を設備の販売会社に支払い、利用者からは購入代金

（元本）に金利等の諸経費を加えたものを設備使用の対価（対価の名称にかかわらず、以下

「リース料」という。）として回収するものであって、契約期間中の中途解約が原則禁止さ

れているものをいう。 

（補助事業） 

第３条 補助の対象とする事業（以下「補助事業」という。）は、次のとおりとし、その範囲及

び補助金の交付を受けることができる者（以下「補助事業者」という。）は別表１から別表11

に定める。 

(1) 神奈川県自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金

(2) 神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入費補助金

(3) 神奈川県ガスコージェネレーション導入費補助金

(4) 神奈川県事業用ＥＶ導入費補助金

(5) 神奈川県Ｖ２Ｈ充給電設備導入費補助金

(6) 神奈川県ＥＶ急速充電設備整備費補助金

(7) 神奈川県ＥＶ普通充電設備整備費補助金

(8) 神奈川県燃料電池自動車等導入費補助金

(9) 神奈川県水素ステーション整備費補助金

(10) 神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金

(11) 神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金

２ 補助事業者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。 

(1) 過去２年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。

(2) 過去６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと。

(3) 次の申立てがなされていないこと。



ア 破産法（平成16年法律第75号）第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立て 

イ 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条に基づく更生手続開始の申立て 

ウ 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条に基づく再生手続開始の申立て 

(4) 債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始

決定がなされていないこと。 

(5) 補助事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること（債務超過の状況に

ないこと。）。 

(6) 県税その他の租税を滞納していないこと。 

(7) 神奈川県が措置する指名停止期間中の者でないこと。 

(8) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当する者でないこと。 

(9) 次の補助金の交付を受けようとする者にあっては、県の同一会計年度内に、同一の設置場

所において、これらの補助金のいずれの交付申請もしていないこと。 

ア 第１項第１号の補助金 

イ 第１項第２号の補助金 

ウ 第１項第３号の補助金 

  エ 第１項第９号の補助金 

  オ 第１項第10号の補助金 

  カ 第１項第11号の補助金 

キ 神奈川県太陽光発電初期費用ゼロ促進事業費補助金交付要綱に基づく補助金 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表１から別表11に定め

るものとする。 

２ 前項の経費の算出に当たっては、次の金額を控除するものとする。 

(1) 国の補助金を受ける場合は、当該補助金のうち、補助対象経費に係る補助額。ただし、前

条第１項第４号、第５号、第７号及び第９号の補助事業は除く。 

(2) 消費税及び地方消費税相当額 

 

（補助額の算出方法等） 

第５条 補助額は、別表１から別表11に定める方法で算出するものとする。 

２ 前項の規定により算出した補助額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

るものとする。 

 

（申請時の提出書類等） 

第６条 補助事業者が、補助金の交付申請をする場合は、別表１から別表11に掲げる書類を知事

が別に定める期日までに提出しなければならない。 

 

（交付の決定） 

第７条 知事は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査した上

で、別表１から別表11に定める様式により通知するものとする。 

 

（申請の取下げのできる期間） 

第８条 規則第７条第１項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付の決定の通知を受理

した日から起算して10日を経過した日までとする。 



（補助事業の実施） 

第９条 補助事業者は、第７条の規定による交付決定の後に、補助事業に着手しなければならな

い。補助事業の着手は、別表１から別表11に定めるとおりとする。 

２ 補助事業は補助事業を実施した年度の３月末日までに完了しなければならない。なお、補助

事業完了の日は、別表１から別表11に定める期日とする。 

 

（交付の条件） 

第10条 規則第５条の規定による条件は、次のとおりとする。 

(1) 補助事業の内容の変更をしようとする場合は、速やかに知事の承認を受けなければならな

い。ただし、補助額（第３条第１項第１号及び第２号の補助事業にあっては設備の種類ごと

の補助額）に影響を及ぼすことがないものについてはこの限りではない。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに知事の承認を受けなければな

らない。 

(3) 補助事業が事業完了予定日までに完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は

補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければな

らない。 

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、補助事業の完了後においても善良な

管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な

運用を図らなければならない。 

 

（変更の申請） 

第11条 前条第１号の規定により知事の承認を受けようとする場合は、別表１から別表11に定め

る様式を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による書類の提出があった場合において、その内容を審査した上で、別

表１から別表11に定める様式により通知するものとする。ただし、変更が適当であると認めた

場合でも、第７条の規定により通知した交付決定額を増額することはできないものとする。 

３ 前条第２号の規定により知事の承認を受けようとする場合は、別表１から別表11に定める様

式を知事に提出しなければならない。 

４ 知事は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、別表１から別表11に定める

様式により通知するものとする。 

 

（状況報告及び調査） 

第12条 規則第10条の規定による状況報告は、別表１から別表11に定める様式により、補助事業

を実施する年度の３月末日までに行わなければならない。ただし、当該期日が神奈川県の休日

を定める条例（平成元年神奈川県条例第12号）第１条第１項の規定による県の休日（以下「県

の休日」という。）に当たるときは、その休日の前日をもってその期限とみなす。また、同期

日までに第15条に規定する実績報告を行った場合は、この限りではない。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、必要に応じて補助事業者から補助事業の遂行の状況の報

告を求め、又は調査することができる。 

 

（決定の取消し） 

第13条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全

部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 



(2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令若しくはこれに基づく知事

の指示若しくは命令に違反したとき。 

(4) 補助事業の実施に関して不正、怠慢その他不適当な行為を行ったとき。 

(5) 第３条第１項第２号の補助事業については、第６条に基づく申請を建築主が行った場合で、

第15条に基づく実績報告時までに管理組合が設立されなかった場合 

 

（補助金の返還） 

第14条 補助事業者は、前条の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その

命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納

付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき年10.95パーセン

トの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期

日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額（その一部を納付した場合におけるそ

の後の期間については、既納額を控除した額）につき年10.95パーセントの割合で計算した延

滞金を県に納付しなければならない。 

 

（実績報告） 

第15条 規則第12条の規定による実績報告は、別表１から別表11に掲げる書類により、補助事業

完了の日から２か月以内又は補助事業を実施した年度の翌年度の４月末日のいずれか早い期日

までに行わなければならない。ただし、当該期日が県の休日に当たるときは、その休日の前日

をもってその期限とみなす。 

２ 前項に規定する実績報告は、やむを得ない理由によりその提出が遅延する場合には、あらか

じめ知事の承認を受けなければならない。 

３ 知事は実績報告書の内容審査の結果、必要と認められるときは補助事業者に対して補助事業

に関し報告を求め、補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他物件を調査し、又は関

係者に質問をすることができる。 

４ 補助事業者は、前項の規定による報告の聴取、事業所等への立ち入り、物件の調査又は関係

者への質問を受けたときは、これに応じなければならない。 

 

（補助金の額の確定及び支払） 

第16条 規則第13条の規定により交付すべき補助金の額を確定したときは、第７条又は第11条の

規定により通知した交付決定額と当該確定額が相違する場合に限り、別表１から別表11に定め

る様式により補助事業者に対し通知するものとする。ただし、第７条又は第11条の規定により

通知した交付決定額を増額することはできないものとする。 

２ この補助金は、交付すべき補助金の額を確定した後に精算交付するものとする。 

 

（財産の処分の制限） 

第17条 規則第17条ただし書きの規定により知事が定める期間並びに同条第２号及び第３号の規

定により、知事が定める財産の種類は、別表１から別表11に定めるとおりとする。 

２ 前項の処分制限期間内において、補助事業により取得した財産を処分しようとするとき又は

補助事業をリース、割賦若しくは第３条第１項第１号の補助事業における電力販売により実施

する場合で、補助事業者が処分制限期間又はリース、割賦若しくは電力販売契約の期間内に補

助対象財産を使用者から引き上げようとするときは（以下取得した財産の処分及び補助対象財



産の引き上げを「処分等」という。）、補助事業者は、あらかじめ別表１から別表11に定める

様式により処分等の承認について知事に申請し、その承認を受けなければならない。 

３ 知事は、前項の規定による書類の提出があった場合において、その内容を審査した上で、別

表１から別表11に定める様式により通知するものとする。 

４ 知事は、前項の規定により財産処分等を承認するときに、必要であると認める場合には、補

助金の全部又は一部に相当する金額の納付を請求するものとする。 

５ 補助事業者は、前項の規定による補助金の全部又は一部に相当する金額の請求を受けたとき

は、これを県に納付しなければならない。 

 

（書類の整備等） 

第18条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収

入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類（以下「証拠書類等」という。）は、当該補助事業の完了

の日の属する県の会計年度の翌年度から10年間又は第17条に定める処分制限期間のいずれか長

い期間が経過するまで保存しなければならない。 

３ 補助事業者が法人又は管理組合である場合で、前項に規定する証拠書類等の保存期間が満了

しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を承継する者（権利義務を承継する者が

いない場合は知事）に当該証拠書類等を引き継がなければならない。 

 

（届出事項） 

第19条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに文書をもってその旨を

知事に届け出なければならない。 

(1) 個人にあっては、住所又は氏名を変更したとき。 

(2) 法人又は管理組合にあっては、所在地、名称又は代表者を変更したとき。 

 

（暴力団の排除） 

第20条 神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第75号）第10条の規定に基づき、次の

各号のいずれかに該当する者が補助事業者に含まれる場合には、補助金交付の対象としない。 

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下この項にお

いて「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団 

(2) 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

(3) 法人又は管理組合にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。 

２ 知事は、補助事業者が補助金の申請を行ったとき又は補助金の交付決定を受けた以降に、補

助事業者が前項各号のいずれかに該当するか否かを神奈川県警察本部長に対して確認を行うこ

とができる。補助事業者は、知事が神奈川県警察本部長に対して当該確認を行うことについて、

あらかじめ当該個人情報の本人の同意を得るものとする。 

３ 知事は、補助金の交付決定を受けた補助事業者が、第１項に該当すると判明したときは、交

付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

４ 前項の規定による取消しをした場合は、第14条を準用する。 

 

（アンケート調査等への協力） 

第21条 補助事業者は、県が補助事業の効果を把握するため、補助事業終了後に行うアンケート

調査等並びに別表１、別表３、別表４及び別表８に定める県への協力事項に協力するものとす

る。 



２ 知事は、前項の規定により補助事業者から報告された内容及び補助事業の結果について、イ

ンターネットの利用その他の方法により公表することができる。 

 

（その他） 

第22条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和２年４月17日から施行する。 

２ 前項の施行日以降、以下の要綱は廃止するものとする。 

(1) 神奈川県自家消費型太陽光発電等導入費補助金交付要綱 

(2) 神奈川県共同住宅用自家消費型太陽光発電等導入費補助金交付要綱 

(3) 神奈川県蓄電システム導入費補助金交付要綱 

(4) 神奈川県ＥＶ活用自家消費システム導入費補助金交付要綱 

(5) 神奈川県分散型エネルギーシステム導入費補助金交付要綱 

(6) 神奈川県燃料電池自動車等導入費補助金交付要綱 

(7) 神奈川県水素ステーション整備費補助金交付要綱 

(8) 神奈川県水素供給設備導入事業費補助金交付要綱 

(9) 神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金交付要綱 

(10) 神奈川県既存住宅省エネ改修費補助金交付要綱 

(11) 神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ビル導入費補助金交付要綱 

(12) 地域電力供給システム整備事業費補助金交付要綱 

 

附 則 

この要綱は、令和２年６月 26 日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年 12 月９日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月 22 日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和４年４月26日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、令和２年度以前に交付決定した神奈川県蓄電システム導入費補助

金及び令和３年度以前に交付決定した神奈川県ＥＶ活用自家消費システム導入費補助金につい

ては、なお従前のとおりとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和５年４月26日から施行する。 

２ 施行日において既に交付決定した補助金については、前項の規定による改正前のかながわス

マートエネルギー計画推進事業費補助金交付要綱の規定は、なおその効力を有する。 



別表３ 第３条第１項第３号に規定する補助金（神奈川県ガスコージェネレーシ

ョン導入費補助金） 

１ 定義 

別表３において、次に掲げる用語の定義は、以下に定めるところに

よる。 

ガスコージェネレーションシステム 

天然ガスを主原料とするガスを燃料とし、発電機を駆動する方式

のガスエンジン又はガスタービンを用いたコージェネレーションシ

ステムをいう。 

２ 第３条の補

助事業の範囲 

別に定める神奈川県ガスコージェネレーション導入事業実施要領

（以下「実施要領」という。）に基づき実施する事業（以下別表３に

おいて「第３号補助事業」という。）であって、次の各号に掲げる要

件に適合するものとする。 

(1) 次に掲げる設備（以下「第３号補助対象設備」という。）の導入

に係る設計又は設置を行うこと。 

設備 備考 

ガスコージェネレーションシ

ステム（停電対応型） 
発電出力 100kW 以上であること。 

(2) 設置する第３号補助対象設備は全て未使用品であること。 

３ 第３条の補

助事業者 

(1) 補助事業者は、補助事業を行う法人（国及び法人税法（昭和 40

年法律第 34 号）第２条第５号に規定する公共法人を除く。）とす

る。ただし、補助事業者が複数の者の場合は、補助事業者のうち、

いずれか一者が補助金の交付を受けることができるものとする。 

(2) 第３号補助対象設備のうちにＥＳＣＯ、リース、割賦又はエネル

ギーサービスにより設置するものがある場合は、ＥＳＣＯ事業者、

リース事業者、割賦事業者又はエネルギーサービス事業者等（以下

「ＥＳＣＯ事業者等」という。）と共同申請を行うこととし、補助

事業者のうち、いずれか一者を「代表補助事業者」とし、代表補助

事業者以外の補助事業者を「共同補助事業者」というものとする。 

(3) 前号による申請を行う場合、ＥＳＣＯ事業者等は、代表補助事業

者と共同補助事業者との間に締結するＥＳＣＯ契約、リース契約、

割賦契約又はエネルギーサービス契約（以下「ＥＳＣＯ契約等」と

いう。）により設置する第３号補助対象設備に係る補助金相当分を

ＥＳＣＯ契約等のＥＳＣＯ料、リース料、割賦料又はエネルギーサ

ービス料から減額しなければならない。 

(4) 第２号による共同申請を行う場合、代表補助事業者が補助金の交

付を受けることができるものとする。 

４ 第４条の補

助対象経費 

(1) 第３号補助事業に要する経費であって、設計費（第３号補助対象

設備設置についての設計に要する経費）及び設備費（第３号補助対

象設備についての購入に要する経費）、工事費（第３号補助事業の

実施に不可欠な工事に要する経費）とする。 

(2) 前号の経費の算出は、第４条第２項に掲げるものに加え、次に掲

げるものを除外するものとする。 



ア 第３号補助対象設備を建築物の建材等と一体で設置する場合に

は、建材等を単独で設置する場合に要する費用相当額 

イ 系統連系に要する費用 

５ 第５条の補

助額の算出方

法 

第３号補助事業に係る補助対象経費に３分の１を乗じた額又は

1,500万円のうち、いずれか低い額を上限とする。 

６ 第６条の交

付申請に係る

提出書類 

(1) 神奈川県ガスコージェネレーション導入費補助金交付申請書（第

１号様式） 

(2) 本事業の事業計画書 

(3) 全ての補助事業者の現在事項若しくは履歴事項証明書（発行日か

ら３か月以内のもの）又はこれに代わるもの 

(4) 補助対象経費の内訳（別紙１（第１号様式）） 

(5) 全ての補助事業者の役員等氏名一覧表（別紙２（第１号様式）） 

(6) 複数事業者で事業を実施する場合には、代表補助事業者への神奈

川県ガスコージェネレーション導入費補助金の申請等手続に係る委

任状（別紙３（第１号様式）） 

(7) 複数事業者で事業を実施する場合には、事業者間の役割分担等を

定めた契約書、覚書等の写し 

(8) 第３号補助事業を実施する建築物の登記事項証明書（建築物を新

築する場合は建築確認済証の写し）又はこれに代わるもの 

(9) その他知事が必要と認める書類 

なお、第３号補助事業を実施する建築物を新築する場合であって、

設計のみ又は設計及び設備導入を当該年度の第３号補助事業とすると

きは第８号の提出は不要とする。 

７ 第７条の交

付の決定等に

係る様式 

補助金の交付を決定したときは、神奈川県ガスコージェネレーショ

ン導入費補助金交付決定通知書（第２号様式）により、不交付を決定

したときは、神奈川県ガスコージェネレーション導入費補助金不交付

決定通知書（第３号様式）により通知する。 

８ 第９条第１

項の補助事業

の着手 

補助金を充当する第３号補助対象設備の設置工事の着工とする。た

だし、設計費を補助対象経費に算入する場合には、第３号補助事業に

係る設計の着手とする。 

９ 第９条第２

項の補助事業

完了の日 

補助事業の実施に係る工事及び設計並びに補助事業者による請負業

者等に対する補助事業（設備、工事及び設計）に係る支払が全て完了

した日とする。 

10 第11条第１

項の変更の申

請に係る様式 

神奈川県ガスコージェネレーション導入費補助金変更承認申請書

（第４号様式） 

11 第11条第２

項の変更の承

認等に係る様

式 

変更が適当であると認めたときは、神奈川県ガスコージェネレーシ

ョン導入費補助金変更承認通知書（第５号様式）により、適当である

と認めなかったときは、神奈川県ガスコージェネレーション導入費補

助金変更不承認通知書（第６号様式）により通知する。 

 



12 第11条第３

項の中止又は

廃止の申請に

係る様式 

神奈川県ガスコージェネレーション導入費補助金中止・廃止承認申

請書（第７号様式） 

13 第11条第４

項の中止又は

廃止の承認等

に係る様式 

中止又は廃止が適当であると認めたときは、神奈川県ガスコージェ

ネレーション導入費補助金中止・廃止承認及び交付決定取消通知書

（第８号様式）により、中止又は廃止が適当であると認めなかったと

きは、神奈川県ガスコージェネレーション導入費補助金中止・廃止不

承認通知書（第９号様式）により、通知する。 

14 第12条の状

況報告に係る

様式 

神奈川県ガスコージェネレーション導入費補助金実施状況報告書

（第10号様式） 

15 第15条の実

績報告に係る

書類 

(1) 神奈川県ガスコージェネレーション導入費補助金実績報告書（第

11 号様式） 

(2) 事業結果報告書（別紙１（第 11 号様式）） 

(3) 補助金振込先の口座名義人（フリガナ）、金融機関名、店名、預

金の種類及び口座番号が記載されている部分の通帳等の写し（補助

金振込先は、補助事業者名義の口座に限る。） 

(4) 第３号補助事業に係る契約書又は請書の写し 

(5) 第３号補助事業に係る納品及び支出を証する書類の写し 

(6) 国の補助金を受けた場合は、当該補助金補助事業実績報告書の写

し、補助金額確定通知書の写し及び金額の内訳がわかる書類 

(7) 第３号補助事業に係る完成図書又はこれに代わるもの 

(8) 第３号補助事業に係る設備の導入後の完成写真又はこれに代わる

もの 

(9) 第６条に規定する申請書の提出の際に、第３号補助事業を実施す

る建築物の登記事項証明書を提出できなかった場合は、登記事項証

明書（提出期限に登記が完了していない場合は、登記申請書の受領

証（写し））又はこれに代わるもの。 

(10) 施工証明書（別紙２（第 11 号様式）） 

(11)ガスコージェネレーションシステムをＥＳＣＯ契約等により設置

する場合は、ＥＳＣＯ契約書、リース契約書、割賦契約書又はエネ

ルギーサービス契約書の写し 

(12) その他知事が必要と認める書類 

なお、設計のみを第３号補助事業とする場合は第８号から第10号、

第３号補助事業を実施する建築物を新築する場合であって、第３号補

助事業を実施する年度内に建築物が完成しないときは、第９号につい

てはこの限りではない。 

16 第16条の補

助金の額の確

定に係る様式 

 

神奈川県ガスコージェネレーション導入費補助金交付額確定通知書

（第12号様式） 



17 第17条第１

項の知事が定

める財産の種

類及び期間 

財産の種類 期間 

ガスコージェネレーションシステム 10年 

18 第17条第２

項の財産処分

等に係る様式 

神奈川県ガスコージェネレーション導入費補助金財産処分等承認申

請書（第13号様式） 

19 第17条第３

項の財産処分

等の承認等に

係る様式 

処分等が適当であると認めたときは、神奈川県ガスコージェネレー

ション導入費補助金財産処分等承認通知書（第14号様式）により、処

分等が適当であると認めなかったときは、神奈川県ガスコージェネレ

ーション導入費補助金財産処分等不承認通知書（第15号様式）により

通知する。 

20 第21条の県

への協力事項 

第３号補助事業に関する設備の導入が終了した日の属する月（ただ

し、建築物を新築する場合は、当該建築物の完成した日の属する月）

の翌月から12か月間、各月及び前年度の応当月における第３号補助事

業の効果を把握するための事項について、知事が別に定める方法によ

り、知事に報告しなければならない。 

 


	002_【本文】「補助金交付要綱」
	0301_補助金交付要綱（ガスコ）



